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平成24年第４回太子町議会定例会（第439回町議会）会議録（第３日） 

平成24年９月４日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 議案第34号 平成24年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第１号） 

２ 議案第35号 平成24年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

３ 議案第36号 平成24年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

４ 議案第37号 平成24年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

５ 議案第38号 平成24年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第39号 平成24年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第40号 平成24年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

８ 議案第41号 太子町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について 

９ 議案第42号 太子町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について 

10 認定第１号 平成23年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

11 認定第２号 平成23年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

12 認定第３号 平成23年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

13 認定第４号 平成23年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

14 認定第５号 平成23年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

15 認定第６号 平成23年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

16 認定第７号 平成23年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

17 認定第８号 平成23年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

                本日の会議に付した事件 

１ 議案第34号 平成24年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第１号） 

２ 議案第35号 平成24年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

３ 議案第36号 平成24年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

４ 議案第37号 平成24年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

５ 議案第38号 平成24年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第39号 平成24年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第40号 平成24年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

８ 議案第41号 太子町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について 

９ 議案第42号 太子町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について 

10 認定第１号 平成23年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

11 認定第２号 平成23年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

12 認定第３号 平成23年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

13 認定第４号 平成23年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

14 認定第５号 平成23年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

15 認定第６号 平成23年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

16 認定第７号 平成23年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

17 認定第８号 平成23年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 
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会議に出席した議員        

  １番   中 薮 清 志         ２番   堀   卓 史 

  ３番   藤 澤 元之介         ４番   首 藤 佳 隆 

  ５番   福 井 輝 昭         ６番   森 田 眞 一 

  ７番   平 田 孝 義         ８番   吉 田 日出夫 

  ９番   井 川 芳 昭        １０番   中 島 貞 次 

 １１番   服 部 千 秋        １２番   井 村 淳 子 

 １３番   中 井 政 喜        １４番   橋 本 恭 子 

 １５番   清 原 良 典        １６番   佐 野 芳 彦 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  北   陽一郎 

 書     記  山 本 雅 子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  北 川 嘉 明     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  香 田 大 然 

 生活福祉部長  山 本 修 三     経済建設部長  井 手 俊 郎 

 教 育 次 長  神 南 隆 司     財 政 課 長  堀   恭 一 

 監 査 委 員  森 川   勝 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（佐野芳彦） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成24年第４回太子町議会定例会第３日目

におそろいでご出席いただきありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成24年第

４回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第３４号 平成２４年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、議案第34号

平成24年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月29日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 皆さんおはようございま

す。 

 それでは、通告に従いまして一般質問をじ

ゃなくて、ごめんなさい。 

○議長（佐野芳彦） 通告ちゃう。 

○中井政喜議員 失礼しました。 

 ちょっと補正に関する質問をいたしますけ

ども。 

 まず、14ページの歳入の関係ですけれど

も、款16、節11の財産運用収入の中で、旧環

境センター用地貸付料追加ということで23万

7,000円が森興業さんのほうと契約を交わさ

れておるようですけれども、この内容説明を

いま一度詳しく説明をいただきたいというこ

とで、この中でも賃貸契約の年数、それとこ

の土地にかかわる筆数、それと私もちょっと

この部分につきましては６月議会で一般質問
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の中で旧環境センターの関係を質問しており

ます関係上、この部分についてはある種は承

知はした部分もあるんですけれども、構造物

の関係だったんで、それは省略しております

けれども、この中でこの用地の中に簡単な屋

根と申しますか、そういった建物があるわけ

ですけども、この貸付評価額等も含まれてい

るのかということと、あわせまして含みまし

ての賃貸契約料23万7,000円、これの貸付金

額の算出根拠、この辺も含めましてちょっと

説明をいただきたいということ。 

 それと、同じく14ページの不動産売払収

入、節１の土地売払収入の関係ですけれど

も、普通財産の売払収入ということで48万円

が収入の中に計上されておるんですけれど

も、これにつきましては事前説明で副町長の

ほうからですか、矢田部地内の農地の水路の

跡地を売却したということで、これは俗に言

う青線になる部分かと思いますけれども、私

も現地をどの場所なんかということで当局担

当課に聞きに行ったんですけれども、ターザ

ンのパチンコ屋さんの近辺の西面ということ

を聞いたんですけれども、そのあたりをきょ

ろきょろして見回すんですけれども、どの部

分かというものは全くわからなかったんです

けれども、要はその辺の部分だということだ

けは承知しておりますけれども、これの売り

払いに至る主な原因と申しますか、そういっ

たこともちょっとは事前に説明を受けており

ます。これの譲渡先はということと、それと

売り払い金額の設定、この48万円等はどうい

う設定でもって単価を決められたのか。 

 あわせまして、測量等はどのようなこの平

米数ですか、それはどのようにはかられたん

かということもあわせまして聞きたいと思い

ます。 

 それと、関係するかどうかわかりませんけ

れども、土地のことで土地が動くわけですか

ら、当然のことながら法務局のほうへの地

図、字限図といいますか、この辺が訂正をさ

れるわけですけれども、この登記等の手続、

この辺は売り払い先がするのか、それとも買

い受け人がするのか、その辺のことも含めま

してちょっと説明をいただきたいと思いま

す。 

 それと、歳出のほうに入りますけれども、

32ページ、款10教育費、項５社会教育費の中

で節19負担金補助及び交付金の斑鳩寺庫裏の

改修工事ということで、町の補助率が３分の

１ということで聞いております。この庫裏の

関係は、前々から非常に老朽化もし、問題に

なっていた部分ですけども、やっとここの関

係については進められるということでござい

ますけれども、これの一応いつから工事が入

り、いつごろ完成されるのか、そういったこ

とも含めましてちょっとわかる範囲内で結構

ですからお教えいただきたいと思います。 

 続きまして、34ページ、目８歴史資料館費

の中で節11需用費の修繕料追加ということ

で、八角堂天井の漏水補修、これが60万

9,000円上がっておるわけですけれども、こ

の歴史資料館にも私も実を言いますと足を運

びまして、どのあたりかなということで現地

確認をしてまいりました。その場所を言いま

すと、玄関を入りますとすぐ上のフロアとい

うんでしょうか、その上の明かり取りでガラ

スで八角に切られた部分で、その継ぎ目あた

りからどうも漏水をしているというようなこ

とも聞きました。歴史資料館は、平成５年に

建築された構造物でございますので、年数と

しましては来年で約20年がたつわけですけれ

ども、その中で以前にも同じような八角のガ

ラス部分でしょうか、明かり取りの部分です

ね、そのあたりから雨漏りが以前にもしたと

いうようなことも聞いておりますけれども、

全く同じことの繰り返しであるわけでござい

ますけれども、今後もずっとそういったこと

が再発することはどうかと思いますし、今後

できることなら、今回の補正はいいんですけ

れども、そういった再発の漏水というんです

か、雨漏りでしょうか、そういったことはぜ

ひなくしたいというふうに思っております

し、当局としてもその辺の改善策と申します

か、その辺の考え方と方向性だけをお尋ねし
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たいと思いますけれども。 

 以上でございますけれども、よろしくお願

いします。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） それでは、まず最

初に、旧環境センターの用地貸付料の追加に

ついてご説明させていただきます。 

 これにつきましては、森興業さんのほうに

平成20年より貸し付けをしております。当初

は、県営住宅の貸付単価というものを参考に

それでもって貸し付けをしておりました。今

回23年度で見直しを行い、固定資産税の評価

額によって計算式を出そうということで、

23年度に広坂の旧グラウンド用地を大阪ガス

に賃貸借しました。その際の計算方式を使わ

させていただきまして計算をしたというよう

な形になっております。 

 それで、見直しをした結果、今まで平米

11円であったものが平米45円ということで算

定をしました。それに伴いまして、金額とし

ては45万3,696円増加するということになり

ましたけれども、車庫のほうというんです

か、環境センター時代車庫として使用してい

た部分は、今回非常に老朽化しておりまして

雨漏り等が激しくございます。それにつきま

しては、私のほうは手を入れないということ

で、業者さんのほうで応急処理をしていただ

いていますので、その部分が１区画１万円で

月額貸してたものを7,000円ということで

3,000円の値引きをいたします。それによっ

て、減額した部分が21万6,000円の減となり

まして、今回補正させていただいてます23万

7,696円と正式になるんですけど、その部分

が追加になったものでございます。これにつ

きましては、年額の総額としましてはこれま

で86万6,784円であったものが、 110万

4,480円というふうになっております。 

 なお、筆数については現在幾つか資料を持

ち合わせてませんのでわかりません。 

 なお、貸付面積につきましては、1,112平

米でございます。それに単価を掛けておりま

す。それと、車庫の部分については６区画と

いうことでそれに単価を掛けております。 

 それと、契約期間につきましては１年間と

いうふうにしております。 

 なお、この環境センターの貸し付けに当た

りましては、付近が非常に暗くて防犯上の管

理も行き届きにくいということから、町のほ

うからもぜひともそこを使っていただいて周

辺の防犯対策等も含めて仕事をしていただけ

ると助かるということで、そのような経過も

ございまして、このようなことでなっており

ます。 

 それと、次の町有財産の売払収入でござい

ますけれども、これにつきましては法定外公

共物の用途廃止に伴います売却でございま

す。これにつきましては、毎年そういう用途

廃止があれば実施しているものでございます

けれど、固定資産税の相続税の評価額といい

ますか、路線価を用いまして売却単価を決め

ております。矢田部につきましては４万

6,000円と評価税の路線価がございましたの

で、それに対する土地の形状ないし需給関係

のほうの割り戻しがございまして、今回48万

10円ということで売り渡ししているものでご

ざいます。 

 なお、登記につきましては当然買い主のほ

うで負担していただいて登記を完了しており

ます。なお、現状につきましては私も現場の

ほうへ確認しておりますけれども、ほとんど

水路敷がなくなってしまって隣接土地と一体

化されておりますので、なかなかここだとい

うのはわかりにくい区画になっておりますけ

れども、それはまちづくりの担当課のほうで

確認して用途廃止しております。 

 私のほうから以上です。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） まず１点目でござ

います。斑鳩寺の庫裏の関係でございますけ

れども、ご存じのとおり、老朽化が進んでま

いりまして建物全体に北側に傾斜している

と、東のほうの柱の足元が傾斜しているとい

うことで、礎石の沈下、腐食などによってで

こぼこが生じて構造上危険な状態になってい
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るということで、従前から吉田議員さんもご

質問をいただいたことがありますけれども、

本格的に直さないかんということにはなって

おるんでございますけれども。 

 県の指定文化財という形で県補助をいただ

いて実施していくわけですけれども、県のほ

うが構造改革等によりまして県補助金が減少

しているという中で、斑鳩寺は優先順位は高

いんでございますけれども、いつからという

ことはなかなか明確できないんですが、おお

むね平成28年から入っていけるだろうという

ことでございますが、今回補正をお願いして

ますのはそこまで待ち切れない部分があると

いうことで、緊急的な耐震補強をするという

ことで、斑鳩寺が県の補助をいただいて、県

補助と同額分でございます、町も同額の補助

をする、そして寺院が同額を負担するという

形で３分の１ずつ負担して緊急の耐震工事を

やろうという事業でございまして、県の補助

金はもう確定いたしております。ですから、

早急に太子町の補助金も確定させて事業化を

進めていくということでございますけれど

も、寺院のほうが発注主でございますので、

そちらからいただいている工程表でいいます

と７月から12月末年内いっぱいで今回の緊急

の耐震補強工事は終わるということでござい

ます。 

 それと、２点目、歴史資料館の関係でござ

いますが、八角堂の関係、中井議員も現地行

っていただきましてありがとうございます。

その中で議員のおっしゃるように、ガラスを

コーキングでとめているわけですけれども、

コーキングの劣化によって雨漏りがしてくる

というのではないかと考えております。そこ

で、施工しました竹中工務店の担当を呼んで

見ていただきまして、施工が必要だというこ

とでやるものでございます。 

 そこで、議員がおっしゃったように前回に

も工事をしているのではないかというお尋ね

でございましたけれども、平成19年１月に雨

漏りのための最小限度の補修工事はしており

ますが、今回ほど本格的なものではなくて、

前回は最低限のものをしたということを確認

しております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 説明をいただいてありがと

うございます。 

 特に、今教育次長のほうから歴史資料館の

関係を説明いただいたんですけれども、なか

なかああいう構造物になりますと非常に斬新

な部分は多くわかるんです。ああいった八角

でもって天井にそういうものを太子町の一つ

のシンボル的な部分もあるんかなと、歴史の

中にという部分もあるんですけれども、なか

なか雨漏りというのは漏れ出すとどの部分が

雨漏ってくるんかという非常に見つけにくい

部分もあったりし、また逆に八角のガラス面

を立ち上げておるわけですけれども、その辺

はなかなか雨がしみ込みやすいというんでし

ょうか、そういった部分もあると思います

し、補修してもコーティングになりますとそ

う長くもたないと、当然のことながら硬化し

て劣化してひび割れがして、またそこから雨

がしみ込むという部分が出てくるんじゃない

かなと、これは私素人考えかもわかりません

けれども、そういうふうな懸念をしておるわ

けですけれども、そういった部分をいま一

度、今回の修理、補正をかけられて修理され

るわけですから、業者さんと再発防止という

んでしょうか、再発しない方法をよくよく検

討されて進めていただきたいということを私

自身は思っておりますので、その辺よく検討

していただきたいと思います。 

 それと、斑鳩寺の先ほど「こり」と言いま

した私申しわけありません、「くり」でし

た。 

 一応、庫裏の改修工事なんですけれども、

はっきり言いまして平成28年に本格的な耐震

工事をされるということですけれども、でき

ることなら補助金等の関係もありますんで、

いつ大きな地震がいって倒れるかわからない

んですけれども、そういった部分もありまし

て、平成28年というたらまだまだ４年先かな
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と心配しておる中ですけれども、弱い部分だ

けは一応はこの平成24年７月から12月までに

補強工事をするということでございますけれ

ども、その辺は当然持ちこたえるだけの補強

等をされると思いますけれども、その辺を含

めまして耐震補強の応急処置等もよく検討さ

れまして、太子町の一つの財産という部分も

あろうかと思います。斑鳩寺の部分をしっか

りと教育委員会のほうも見ていただいて検討

の中に加えていただきたいと、このように思

っております。 

 それと、収入のほうになりますけれども、

旧環境センターの用地の貸付料の関係ですけ

れども、料金設定はよくわかりました。それ

ぞれ地価の評価額はころころ変わるわけです

から、それはそれでそれに追従しなければな

らないという部分はよくわかっております。

通常、財産管理をされております財政課です

よね。その辺は一般的には契約料金、土地の

貸し借り等に含めまして、おおむね契約期間

は大体３年じゃないかなと思うんですけれど

も、それ以外の部分もあろうかと思いますけ

ど、その辺のすみ分けはどういうような考え

でやっておられるんかなというのをあわせま

して、用地の貸し付けの関係で聞いておきた

いんですけれども。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 中井議員、今の、中井

議員、最後だけやね、答弁もらうのは、今の

分だけ。先の分は全然質問じゃないから、最

後だけです。 

（中井政喜議員「はい」の声あり） 

 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 不動産の貸し付け

にかかる契約期間でございますけれども、長

期の契約をすることも可能です。今現在地方

自治法で長期継続契約ということで、土地の

賃貸につきましては例えば３年とか５年とか

という契約も可能です。ただし、環境センタ

ーにおきましては総合公園と一体的な整備で

いかにいつ返していただくかわかりませんの

で、単年単年ということで契約をさせていた

だいております。ほかのところにつきまして

は、３年とか５年という契約をされていると

ころもございます、行政財産で。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 何点かご質問をいたしま

す。 

 先ほどの中井議員からの質問も重複するこ

とがあるかもしれませんが、ご容赦願いま

す。 

 先ほどの15ページの旧環境センターの用地

の貸付料追加、これについても当初予算では

86万円ほど上がってまして、１年契約という

ことでまたプラス23万7,000円ということで

130万円という形になるのかな。そういう形

になって、以前からもこういった料金は安過

ぎるということからちょくちょく値段を上げ

てきたということで、今後また太子町に返還

される、１年契約ということですから、その

契約を見て返されるかどうかということもあ

るんですが、今後のまた値上げというのも考

えられておるのかどうか。大体こんな額で月

に直したら月13万円ぐらいになるんかな。そ

んな形で高いんか安いんかというとこもある

んですが、今後の状況というのも一つ聞きた

いところでございます。 

 もう一つ、下の矢田部地内の土地の売り払

いの48万円についても、何か図面はないんか

な、これ。こういったところを売り払いする

んやと、先ほど来も中井議員のほうから場所

がわからんとかという話もあったんで、これ

についてもどういったところなんかというこ

との参考資料にも何かなかったような形があ

るんで、それがあるのかないのかというこ

と。 

 それと、19ページの一般管理費の職員手当

の640万円と520万円ですか、19ページ、２つ

で大体1,000万円超えているかと思うんです

が、何人ぐらいおってんかなあということ。

給与と職員手当640万円と520万円。 
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 それと、23ページの一番上の負担金の、高

齢者等住宅改造費助成金追加115万円かな。

当初予算で74万円ほど上がっていて、多少な

りの県補助の補助率でいっているんでしょう

が、詳細説明であったかどうか、またもう一

回ちょっと説明もいただきたいんですが、こ

れについての詳しい内容説明、どんな改造費

の助成でいくのかということ。 

 次の下の障害者福祉費の節19の負担金のグ

ループホーム等利用者家賃助成金追加、これ

についても当初予算は75万円ほどやったんか

な、プラス26万8,000円ということで、補助

率２分の１ぐらいの形でこれはあろうかと思

うんやけど、これについての詳細説明を再度

お願いしたいと。 

 それと、25ページの保育所費の需用費で、

説明では児童の食器の購入ということで14万

4,000円、どんな食器をどれぐらい買われる

のか、今どこへ発注しようとされているのか

ということ。 

 それと、その下の負担金の私立保育所の一

時預かり補助事業補助金追加の970万円につ

いても、どんな理由でそれを追加されるのか

ということと、各二葉保育園、安養ほか４保

育園があろうかと思うんですけど、この辺の

分配率というんですか、人数の割り振りの説

明と。 

 それから、児童措置費の扶助費節20の放課

後等デイサービス給付費追加で1,900万円、

当初予算では370万円ほどやったと思うんで

すけども、これについての理由を説明。 

 もう一つ、その下の児童デイサービス給付

費追加で440万円、これも当初予算は2,450万

円ほどやったと思うんですけども、これにつ

いての説明と。 

 次の27ページの需用費、修繕料の来館者の

児童館運営ですか、来館者用サイクルポート

修理８万円ですが、どこの業者さんにされよ

うとされているのかわかればお教え願いま

す。 

 それと、その下の保健衛生総務費の委託

料、難病患者等ホームヘルプサービスの事業

追加、これについても当初予算では133万円

ほど出ていると思うんですが、県の補助もあ

ろうかと思うんですが95万2,000円、身体介

護の追加ということで説明があったと思うん

ですけども、この額で何人分何日間という詳

細説明をいただきたいと思います。 

 それと、その下の委託料、ポリオの接種委

託料追加の約1,200万円ですか、補助資料を

見ると今いろいろと報道にもされている、ポ

リオ生ワクチンからそうでないものにかわる

ということで、この委託料が増えるというこ

とで、報道でも先生自身が個人輸入で海外か

らされたほうが安く買えるのに国で買うとそ

の３倍ぐらいするというような話もあったよ

うに思うんで、そのことだろうと思うんで、

この辺の詳細説明。 

 その下の負担金の予防接種の協力負担金の

追加、これもポリオと連動しているのかとい

うことの説明もお願いしたいと思います。 

 それと、31ページの上の道路維持費の工事

請負費の町道維持補修工事追加350万円、沖

代線の緊急舗装工事ということで説明もあっ

たかと思うんですが、再度具体的な説明もお

願いしたいと思います。 

 それと、その一番下の消防費の、負担金節

19、約1,000万円の消防電算システム構築事

業負担金、これについても西播磨の広域消防

協議会の参加での負担金が280万円というこ

とで、これについてもそれをシステム構築と

いうことで負担額が明示されていると思うん

ですが、各市がいろいろと協議会の中に参加

して、今の話では選出議会議員の２名ずつと

いうことの話もあるようですが、これについ

ても1,000万円が妥当であるのかどうか、人

口割からしてこれでいいのかどうかというこ

との詳細説明と。 

 それと、33ページの文化財保護の、負担金

の沼田の獅子連の活動助成金140万円、自治

会では副町長のお膝元である獅子、私もいつ

も祭りで見ていますが、これについて県から

の補助ということで入ってきていると思うん

ですが、これについてのどんな内容の活動を
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していって、この助成金140万円ということ

が上がってくるのかどうかということ。 

 それと、先ほども斑鳩寺の耐震補強工事の

話もありましたが、100万円のことについて

もどういった補強工事を、詳細説明でもあっ

たかと思うんですが、何か図面なりがあるな

り、こういったやり方をしているんですよと

いうまたわかりやすいものがあれば出してい

ただきたいなと思うんです。 

 それと、先ほども話ありましたが、次の

35ページの八角堂の雨漏り修理、ガラスのと

ころのコーキングということで先ほども教育

次長のほうからお話もあったわけですが、竹

中工務店を呼んでという話で進んでいくんだ

ろうと思いますが、やられるのがどこの業者

かということで竹中工務店の下請がやるんか

どうか知りませんが、その辺の業者がわかれ

ば業者名と、これに根拠がどれぐらいの工事

内容でこんだけやということの再度また説明

もいただきたいと思います。 

 それと、その下の総合公園の管理費、バッ

クネットの修理でたしか資料では２台分、

70万円ほど上がっておりますが、どこまでの

修理でどんなことをするのかということ、ま

たどういった業者にされる予定であるのかと

いう説明をお願いいたします。 

 長いですか。今のところこれです。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） それでは、お

答えします。 

 まず、23ページ、グループホーム等利用者

家賃助成金追加でございます。これにつきま

しては、障害者の地域での自立生活を支援す

るとともに地域生活移行を推進する目的とし

まして、施設に対して助成するわけですけど

も、年度当初は７名予定しておりましたが現

在９名となっております。ですので、26万

8,000円の補正をお願いしたいということで

ございます。 

 それから、25ページの保育所費の児童用食

器でございます。これにつきましては、斑鳩

保育所で18年間使用しております児童用食器

が破損しまして汚れが付着し衛生上好ましく

ないということで買い換えたいというふうに

考えております。深皿が95個、それからラン

チ皿が61個予定させていただきます。なお、

業者につきましては、予算確保の上、今後執

行するということでございます。 

 それから次、私立保育所一時預かり事業補

助金でございます。これは保護者のさまざま

なニーズに対応するために一時的な保育事業

をするということで当初予算から掲げており

ますが、当初の予定よりも増加しまして年間

児童が大幅に増加しております。申し上げま

す。二葉保育園につきましては、当初

2,880人を予定しておりましたが4,500人今後

予定見込みでございます。安養保育園につき

ましては、当初2,160名予定しておりました

が今後4,100名予定させていただいておりま

す。それから、石海保育園につきましても、

1,200人予定しておりましたが2,750名今後予

定として、今回補正を972万円ということで

ございます。 

 それから次、児童措置費の扶助費、放課後

デイサービス給付費でございます。これも利

用者の当初見込みが大幅に増加しまして、放

課後デイサービス給付費等、児童デイサービ

ス給付費、それぞれがかなり当初放課後等デ

イサービスが120名予定しておりましたです

けども、今回決算見込みとしまして補正

737名予定させていただいて大幅な1,943万

7,000円の補正となっております。 

 それから、児童デイサービスですが、これ

も当初700名ですが、見込みとしまして827名

予定しております。 

 それから、難病患者とホームヘルプサービ

ス事業委託料でございます。これは、議員お

っしゃるとおり県の補助金が２分の１ござい

まして、在宅療養中の難病患者さんに対しま

してホームへルパーを派遣し、身体介護の在

宅上の生活上の資質の向上を図ることを目的

としております。当初では１名家事援助のみ

でありましたが、今回１名追加で身体介護の

支援追加があったため補正させていただいて
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おります。 

（井川芳昭議員「２名になったという

こと」の声あり） 

 ２名になったということです。 

 それから、ポリオ予防接種委託料1,190万

7,000円でございます。これにつきまして

は、予防接種法の改正によりまして、厚生労

働省より本年９月１日よりポリオの定期接種

ワクチンが生ワクチンより不活化ポリオワク

チンに一斉に切りかえるという通知がござい

ましたので、既に９月１日から施行上は開始

になっております。 

 なお、内容につきましては、まず集団接種

から個別接種へ切りかわると、生ワクチン２

回接種から４回接種、経口投与から皮下注射

ということでございます。対象につきまして

は、生後３カ月から90カ月に至るまでの間に

ある方、１期が20日から56日までの間隔にお

いて３回注射を打つということでございま

す。計４回ですので、あと残り１回は６カ月

後以後に打ち、４回打つということでござい

ます。今回初めて予算をポリオ接種には上げ

るんですけども、年度内に３回接種の方とそ

れから２回接種の方、１回接種の方、それぞ

れ予算計上をさせていただいております。ち

なみに、３回接種の方は334人、それから２

回接種の方は120人、１回の方は29名という

ことで、一応予算上でございますが上げてお

ります。 

 それから、予防接種協力費、これは今回の

ポリオ接種委託料にかかわる医療機関に対す

る、10医療機関あるんですけども、町内のこ

れらの方の医療機関に対する協力負担金でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 環境センターの賃

貸につきまして、ご質問ございました分にお

答えさせていただきます。 

 契約期間の改定は、おおむね固定資産の評

価額の改定とあわせてやりたいと思っており

ます。おおむね３年を予定しております。た

だし、固定資産の評価額が変わらない場合で

も一応確認作業はしたいと思っております。 

 それと、普通財産の売り払いでございます

けれども、これにつきましては予算の資料と

してはちょっとつけておりませんけれども、

それぞれ売り払いについては図面等で確認は

いただけますので、今回の分につきましては

矢田部の去年売り払いした場所の隣接地でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 19ページの一般管

理費、給料、職員手当等関係647万5,000円と

524万6,000円、細かい要因は人事異動等があ

りますが、主な要因を申しますと、一般管理

費では当初24名組んでおりましたが、人事異

動によりまして26名の２名増というのが主な

要因でございます。 

 それから、 3 1ページの常備消防費の

1,094万4,000円消防電算システム構築事業負

担金の内容でございますが、詳細に申し上げ

ます。 

 西播磨地域消防広域化に伴い新消防本部、

各消防署、分署で使用する電算システムの構

築を協議会構成市町で共同実施するため、当

該負担金が必要となったものでございます。

なお、構築するシステムにつきましては、た

つの市さんと同じものを採用することになっ

ております。整備機器の内容でございます

が、システムパッケージといたしまして人事

給与システム、財務会計システム、情報ネッ

トワークグループウエア、それから電算機器

につきましてはノートパソコン、レーザープ

リンター、それから施設改修につきまして

は、本部電算室改修、施設間インターネット

回線ＬＡＮ回線整備となっております。 

 総事業費につきましては5,872万9,392円で

ございます。本部経費の4,698万9,967円につ

きましては構成市町による均等割、それから

署所、署所と申しますのは消防署と分署、出

張所等でございますが、それにつきましては

署所ごとの所要整備費となっております。ち
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なみに、太子消防署では先ほど申しました情

報ネットワーク関係、グループウエア、そう

いった関係、それからシステム構築の設定、

それからノートパソコン、太子消防署につき

ましては20台、それからあとは修繕というこ

とでワイド設置費、ＶＰＮワイド通信費設置

費等のＬＡＮ回線の経費でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） 私のほうから

は、31ページ一番上でございます。 

 町道の維持補修工事費の追加でございます

が、これは先ほど議員おっしゃいましたとお

り、沖代線の交差点付近におきまして、大型

車の急停車、また急発進によるわだち掘れと

いうのが発生しております。わだちがだんだ

んひどくなりますと両脇が盛り上がってわだ

ち掘れというのが発生しますが、これにより

まして車道舗装の損傷が急激に進んでおりま

す。車両通行時に騒音が激しく発生いたしま

して、近隣住民及び地元自治会より応急対応

の要望がございました。また、わだち掘れは

二輪車の通行には大変危険となりますので、

早急な対応が必要と判断しまして緊急的に補

修工事を実施するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） まず、１点目の沼

田の獅子舞の関係でございますけれども、活

動内容はと申しますと、ちょっと歴史を申し

ますと江戸時代末期から行われているもの

で、昭和56年に保存会が設立されました。活

動内容としては、毎年４月の荒神祭りと10月

の黒岡神社の祭りに奉納されていると、現在

14種類が舞われているとのことでございま

す。そして、平成15年に沼田獅子連会という

ものを設立して保存継承に努めておられま

す。ということで、今回助成させていただき

ますのは老朽化の目立つ子供用の獅子頭、し

め太鼓、獅子舞に必要な小道具の新調、それ

から色あせとか傷みが目立っている、また模

様もふぞろいなそういうはっぴ、またひきを

新調するということで、保存会活動を活性化

していただきたいということで助成をさせて

いただきました。 

 ２点目、歴史資料館のガラスのコーキング

の関係でございますけれども、これにつきま

してはガラスを見ていただきましたらわかる

んですが、８角に分かれてますけど、ガラス

は４枚で１枚のガラスになっとりまして４枚

になってます関係で、ガラスのシーリングが

打ちかえが約154メートルございます。そし

て、一番上のトップライト全体を取りつけす

る部分のシーリングが約78メートルという形

で、現在のものを撤去して、そして新しいも

のに取りかえるということでございます。 

 そして、施工につきましては竹中工務店が

補修をずっと引き継いで責任持ってやってき

ておりますので、今回も竹中に発注したいと

考えております。 

 次、バックネットの関係でございます。 

 これにつきましては、町民グラウンドのほ

うにございますのは固定式のバックネットが

１つあります。そして、移動用のバックネッ

トが２基ございます。それは、南東の部分と

北西の部分でございますが、今回補修します

のは移動式のものが２基それぞれでございま

す。南東にある分につきましては、丁番が劣

化して片袖部分が外れてしまっております。

ですから、全く使用に支障を来しておるわけ

ですけれども、このままほっときますとます

ます劣化が進んで、転倒なども起きたら大変

でございますので補修をいたします。それ

と、北西の部分につきましては、後ろ側に支

える支柱があるわけですけれども、それが変

形してしまってます。したがいまして、倒壊

等の事故のおそれがございますので、これに

ついても補修するという形で、移動用のバッ

クネット２基をそれぞれ補修するというもの

でございます。 

 これにつきましては、予算を計上するに際

しまして参考見積もりをとっておりますけれ

ども、これは補正予算成立後それぞれ少なく

とも３社以上の見積もりをとって発注をした
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いと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 23ページの一番上の高

齢者等住宅改造費助成金追加、この件と未回

答、もう一点は27ページの上の囲みの需用

費、来館者用サイクルポート修理、この２点

がまだ未回答なんで回答をお願いします。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 23ページの高

齢者等住宅改造費助成金でございます。 

 これにつきましては、歳入でも15ページの

人生いきいき住宅助成事業補助金追加が２分

の１が入ってくるわけですけども、県の人生

80年いきいき住宅助成事業実施要綱に基づき

まして、県が２分の１補助しております。要

介護者等が住みなれた自宅で生活を継続でき

るように住宅改造の助成がされるものです。

これが７月までの決算見込みで７件で63万円

助成を実施しております。今回要望等もござ

いまして、今回残りの月数を見込んでおりま

す。これが115万円ということでございま

す。 

 以上でございます。 

（井川芳昭議員「どんな改造、中身的

に」の声あり） 

 段差解消とか手すりとかスロープ、そうい

った改造でございます。 

 以上でございます。 

 27ページの来館者用サイクルポートの修理

でございます。 

 これは、予算確定しましたら、これから業

者に発注するものでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 15ページの、先ほど財政課

長から答弁いただきました矢田部の水路の売

り払いの図面があればなあとは思うたんです

けども、どんな形に、今の答弁だと出るよう

な形がないんかなとは思うんやけど、それは

今なかったり出さないということで、口頭で

説明でええんやということでいいんかなと思

うんやけど、いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 予算の資料として

はつけないということで答弁させていただき

ます。もちろん、この売り払いの場所につき

ましては、それぞれ用途の確認ができますの

で、見ていただくことは可能ですので、それ

ぞれ街づくり課のほうが申請者のほうから決

めていきますので、それで確認していただき

たい。私どものほうは、平米数の金額の決定

をしまして、図面等を確認しながら単価設定

をさせていただいたと。 

（マイクオフにより聞き取り不能） 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第34号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第34号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第３５号 平成２４年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第２、議案第35号

平成24年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月29日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第35号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第35号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第３６号 平成２４年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第３、議案第36号

平成24年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月29日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 12ページの介護給付費準備

基金積立金追加、当初では16万8,000円ほど

で117万9,000円を追加されたということで、

この説明だけいただけますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

 上の段の基金の内容説明。 

○生活福祉部長（山本修三） 積立金の介護

給付費準備基金積立金でございますが、これ

につきましては、前年度の介護保険料剰余金

に伴いましての基金に積み立てるものでござ

います。基金条例に基づいた保険料の剰余金

について積み立てるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第36号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第36号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第３７号 平成２４年度 

       兵庫県太子町後期高齢者医療 

       特別会計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第４、議案第37号

平成24年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月29日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第37号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第37号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第３８号 平成２４年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 
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       会計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第５、議案第38号

平成24年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月29日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第38号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第38号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３９号 平成２４年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計補正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第６、議案第39号

平成24年度兵庫県太子町前処理場事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月29日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第39号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第39号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第４０号 平成２４年度 

       兵庫県太子町水道事業会計補 

       正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第７、議案第40号

平成24年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月29日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第40号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第40号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第４１号 太子町防災会 

       議条例の一部を改正する条例 

       の制定について 

○議長（佐野芳彦） 日程第８、議案第41号

太子町防災会議条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

 本案については、８月29日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第41号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第41号は総務常任委員会に

付託することに決定いたしました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第４２号 太子町災害対 

       策本部条例の一部を改正する 

       条例の制定について 

○議長（佐野芳彦） 日程第９、議案第42号

太子町災害対策本部条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

 本案については、８月29日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第42号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第42号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 認定第１号 平成２３年度 

        兵庫県太子町一般会計歳入 

        歳出決算の認定について 

  日程第１１ 認定第２号 平成２３年度 

        兵庫県太子町国民健康保険 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第１２ 認定第３号 平成２３年度 

        兵庫県太子町介護保険特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１３ 認定第４号 平成２３年度 

        兵庫県太子町後期高齢者医 

        療特別会計歳入歳出決算の 

        認定について 

  日程第１４ 認定第５号 平成２３年度 

        兵庫県太子町墓園事業特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１５ 認定第６号 平成２３年度 

        兵庫県太子町下水道事業特 

        別会計歳入歳出決算の認定 

        について 

  日程第１６ 認定第７号 平成２３年度 

        兵庫県太子町前処理場事業 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第１７ 認定第８号 平成２３年度 

        兵庫県太子町水道事業会計 

        決算の認定について 

○議長（佐野芳彦） 日程第10、認定第１号

平成23年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決

算の認定についてから日程第17、認定第８号

平成23年度兵庫県太子町水道事業会計決算の

認定についてまでを一括議題とします。 

 上程中の認定第１号から認定第８号までに

ついては、８月29日の本会議で既に提案理由

の説明が終わっていますので、これから総括

質疑を行います。 

 質疑を通告されました議員に申し上げま

す。 

 質疑は一般質問席でお願いします。 

 質疑、答弁は一括で行い、簡潔明快にお願

いします。 

 また、今期定例会では時間制により総括質

疑を行うことになっておりますので、よろし

くお願いいたします。 
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 それでは、通告順に発言を許します。 

 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ６番森田でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 財政調整基金積み立て及び滞納への取り組

みについてお伺いをいたします。 

 日本経済の状況などから、地方自治体の財

政状況はここ十数年厳しい状況にあります。

このような中、一般会計決算における平成

18年度以降23年度までの５年間の公債費率、

地方債残高及び財政調整基金現在高の推移を

見てみますと、公債費率は14.1％から年々低

下して8.9％へ、地方債残高は98億7,467万

2,000円あったのが87億3,256万9,000円と

11億4,210万3,000円減じております。その一

方で、財政調整基金現在高は８億4,946万円

から14億7,858万3,000円と５年間で６億

2,912万3,000円を積み増ししております。こ

れを町民人口３万4,637人で単純に割り戻し

計算してみますと、町民１人当たり３万

2,973円の借金を減じ、１万8,162円貯金を積

み増したことになります。健全財政の維持に

向けた財政運営の努力を強く感じるものであ

ります。 

 特に、23年度は財政調整基金に近年にない

大きな額３億360万1,000円を積み増しまし

た。これには太子町新行財政改革大綱第４次

実施において、事業の見直しや経費の節減に

取り組んだことも大きかったと思いますが、

３億円余りこの23年度に積み増すこととなっ

た主な要因についてお伺いいたします。 

 また、新庁舎建設に当たって自主財源を積

み増し、借金をできるだけ抑えようとしてお

られることは十分に予想されることでござい

ますが、ただそれを優先する余り、事業執行

に無理や住民の安全にかかわるような自治会

等からの要望に対して先延ばしや消極的な対

応が出ていないか、ちょっと心配するところ

であります。 

 それと、この積み立てについては計画的に

なされているのかお伺いをさせていただきま

す。 

 一方、歳入についてでありますけれども、

税の滞納状況を見ますと、町税で３億

7,820万1,000円、国保税は２億7,842万

4,000円と合計６億5,662万5,000円の滞納税

額があります。極めて大きな税額になってお

ります。もちろん経済情勢も大きな要因であ

ることや、徴収についても町税の滞納額を前

年度より1,196万6,000円減ずるなど努力の跡

がよく理解できます。しかし、国保税におい

ては徴収努力にもかかわらず年々滞納額が大

きくなっております。国民健康保険税は、目

的税でありまして、また独立した保険会計で

あることから、一部の滞納者のために他の加

入者の保険税が高くなるようなことでは不公

平感が生まれ、納税意欲も低下をいたしま

す。 

 かつて、福祉文教常任委員会が一部の保護

者が給食費を納めないことによって他者に負

担が生じるため、未納、滞納については正当

な理由がないときは児童手当から徴収を検討

することと提言したように、税以外の給食費

や保育料なども含め、納めんもん得というよ

うな風潮を産んではならないと思います。も

ちろんやむを得ない理由によって遅れる場合

や分納を与儀なくされる場合もあろうと思い

ますけれども、そういったときにはそれに応

じた対応をしていただくとして、どう見ても

悪質と見られる滞納者へは、監査委員が決算

審査意見書で指摘しているように強制執行を

より積極的に行う必要があると考えます。

23年度町税及び国保税について強制執行した

件数及び徴収税額をお知らせ願うとともに、

町の取り組みについて姿勢をお伺いいたしま

す。よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（北川嘉明） それでは、森田議員の

総括質疑にお答えをさせていただきます。 

 行政運営に当たりましては、当然のことで

ございますが、財政状況を現状より悪化させ

ないよう、職員全体で予算編成から予算執行

に至るまで常に経費の節減、収入の確保を考

え、できる限り財源の留保に努力しておりま



－112－ 

す。 

 平成23年度においては、当初予算編成時、

景気動向、地方財政計画などにより町税で前

年度対比１億9,000万円の減が見込まれまし

たので、財政調整基金３億円を繰り入れて予

算を編成いたしました。その後、東日本大震

災の影響が懸念されましたが、若干の景気の

回復等により町税が２億4,000万円、地方交

付税が１億8,000万円、繰越金２億2,000万円

など当初予算より増収となり、歳出の入札減

等の減額分と合わせまして７億円程度の財源

が確保できました。 

 長年の懸案事項でございました新庁舎用地

の購入が平成23年３月議会で承認され、庁舎

建設資金などを確保するため、その財源をも

って財政調整基金３億円の取り崩しを解消す

るとともに、逆に３億円を積み立て、さらに

公共資金建設基金にも１億円を積み立てるこ

とができたものでございます。 

 今回の積み立てに際してご懸念されており

ますような必要な事業な先送りなどは一切ご

ざいません。各自治会からの要望等につきま

して、その必要性、緊急性、年間予算等を勘

案し着実に執行しております。 

 滞納処分は、滞納者個人単位で行うため、

町税と国民健康保険税をそれぞれ区別するこ

となく合算して滞納整理を行っております。 

 平成23年度において、町税及び国民健康保

険税の滞納者に対して実施しました差し押さ

え、いわゆる強制執行の内訳につきましては

不動産で３件、収入済額は０円です。普通預

金で８件、収入済額は69万1,067円です。所

得税還付金13件で200万9,732円、合計で24件

270万799円となっております。また、不動産

に対しての参加差し押さえは９件行ってお

り、差し押さえの３件と合わせて12件実施し

ております。なお、不動産については、時効

の中断と債権の担保を確保するため、法務局

にて差し押さえ登記を行っておりますが、平

成23年度においては換価に至りませんでし

た。 

 次、通常町税等の滞納者にはまず督促や催

告を行い、そこで完納となるもの以外につい

ては随時納付相談を行い、納付誓約書の締結

による分割納付などの方法で納付を履行して

いただいております。しかし、滞納者のうち

納付にも納付相談にも応じない、また理由な

く納付誓約を履行しないなど悪質なものに対

しては、預金あるいは不動産といった財産調

査を積極的に行い、国税徴収法、地方税法の

規定に基づき、預金の差し押さえ、所得税還

付金の差し押さえ、あるいは強制捜査による

不動産の差し押さえといった比較的換価の容

易な債権を換価し、滞納額によっては不動産

等の差し押さえ及び参加差し押さえを行い、

時効の中断と債権を確保することにより今後

も引き続き厳正な滞納処分を進めていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 先ほどこの23年度に実施さ

れた件数等お知らせいただいたんですけれど

も、どうぞ今申し上げましたように、納めも

ん得というような風潮が起こらないようにこ

れからも十分その辺に配慮いただいて、悪質

なものについては積極的な強制執行等の手続

をお願いしたいと思います。 

 それから、そういう先送りとかそういうも

のは出てないぞというお答えでございまし

た。非常に心強く思うわけでございますけれ

ども、平成16年、太子町は財政的に厳しいか

もしれないけれども、合併せずに小さくとも

きらりと輝く町をつくるんだという理想のも

とに単独の道を選んだというふうに思いま

す。そんな経緯のある中、町民は庁舎建設の

必要性を十分承知しながらも、以前から金が

ない金がないといっていたのに庁舎を建てて

大丈夫なんだろうか、借金返済のために将来

財政が逼迫して合併せなあかんようにならん

のやろうかというような心配をされておりま

す。 

 また、これまでの行財政改革による事業の

見直しや経費の節減を、太子町は金がないか

ら仕方がなくやっているんだというふうな受
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け取り方をされて我慢もしょうがないなあと

いうような方もおられます。もちろんこの時

期ある程度の我慢をお願いすることもやむを

得ないというふうには思いますけれども、私

がかつて質問しました学校教育に要する消耗

品や教育用備品費など節減状況がやや行き過

ぎたような感じを拭えません。こういったこ

とが町民に不安を抱かせる要因の一つになっ

ているんではないかというふうにも感じま

す。 

 一方、行政はたとえ毎日塩かけ飯を食って

も借金を少なくして将来の負担を少なくする

んだというように必死に頑張っておるように

私は感じました。みんなが太子町のためを思

いながら考え、この時期に合併しなかった市

町村で庁舎建設というような大事業をやろう

というようなそういう取り組みができる自治

体というのは、本当に全国的に見ても少ない

と思います。そんな中でも太子町がこうした

ことができるという、本来なら喜びです。そ

の喜びを町民が素直に感じられないでいるの

はなぜかというふうに私は思うんです。それ

は、はっきりとした資金計画や中・長期の財

政計画を町民にわかりやすく伝えてないから

だというふうに感じます。町長はこれについ

てどのようにお考えになられるかお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 今、議員がおっしゃ

って、また総括の初めにおっしゃったよう

に、太子町として我慢すべきところは我慢し

て借金を減らし、そして財政調整基金に積み

立てていったところでございます。これにつ

いては、私らも住民の皆様にご不便をかけて

いる面もあるかもしれませんが、今日本国全

体が財政的には非常に厳しい状態であると、

その中で太子町が何とかここまでできたのは

やはり行財政改革を進めていったおかげであ

るというふうにも思っております。住民の

方々が心配をされている、あるいは財政計画

がわかりやすく説明されてないために議員が

おっしゃるようなことが起きてるんであれ

ば、私どもとしてはもっと自信を持って町民

の方々にはご理解いただけるような財政計画

をお示しする必要があるんではないかと思い

ます。 

 ただ、庁舎の建設をできるという表現でお

っしゃいましたが、できるのは喜びとしなけ

ればいけない。逆に言いますと、この庁舎で

はしなければいけない状況にあるというとこ

ろで、私どもは二十何年前からの総合計画の

中で庁舎建設というのをずっと考えていたと

ころでございまして、それがやっと実現でき

る状況にきたということでございます。先ほ

ども平成16年、いわゆる自立を決めたとき

に、太子町の自立ビジョンというものをあす

かホールでお示ししたところでございます

が、そういったところで非常に行革が行き過

ぎたところが住民の方々に受けとめられたこ

ともあるかもしれませんが、それは今の時代

では十分時代に沿ったもの、内容であったと

いうふうに私どもは考えております。 

 したがいまして、庁舎建設につきまして

は、胸を張ってといったらおかしいんです

が、しなければいけない事業であるものがや

っと緒についたというふうに私どもは考えて

おります。ただ、議員のおっしゃる住民の

方々が喜びにかわるようなというようなこと

での財政計画等を含めて、庁舎のあり方等に

ついて十分な住民の方々にご理解いただくと

いう努力はしていかなければならないと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ぜひ住民の皆さんにご理解

をいただいて、太子町がすばらしい雄町と思

っていただけるような、そういう説明をお願

いしたいと思います。 

 終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で森田眞一議員の

総括質疑は終わりました。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、失礼をいたしま

す。 
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 決算の資料を見させていただいて、ほかに

も実際は質問したい事柄があったんでござい

ますが、本日についてはずばり１点だけ伺い

ます。 

 １、教育委員会諸事業について。 

 学校管理、教科指導、生徒指導の観点から

他市町のように指導主事を置くべき時期に来

ていると思いますが、来年度に向けて置けな

いか、児童・生徒の学力向上にも意味がある

と考えますが、平成23年度を振り返っていか

がお考えか伺います。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。 

 指導主事の配置に当たりましては、学習指

導や生徒指導に関する指導、助言、学校経営

上の支援、研修会等の企画、実施など、町内

の学校園や教員との直接的なかかわりの中で

専門職としての指導、助言を行うとともに、

教育施策の企画、立案など教育行政を支える

重要な職責を担っている職務であると位置づ

けております。 

 現在、本町は嘱託の学校教育指導員２名に

より新学習指導要領の内容、生徒指導、学校

経営、教育相談、新規事業等についての指

導、助言、支援等を行っており、豊富な経験

を生かし現状に即した幅広い指導や支援を行

うことにより、子供の学習権の保障、教師が

子供と向き合う時間の確保等に努めてるとこ

ろでございます。 

 しかしながら、近隣市町を見回しまして

も、現職の指導主事が配置されていないのは

当町だけであるという現実もございます。指

導主事の配置には多くの調整も必要となって

まいりますが、教育委員会としましては、従

前から申し上げておりますとおり、学校現場

がより充実していくために関係部局に指導主

事の配置を要望しながら実現に向けて努力し

てまいりたいと考えております。 

 また、児童・生徒の学力向上の面からも意

味があるというご指摘をいただいております

が、学校現場から指導主事に期待する中核的

業務として、学校訪問や研究事業などにおけ

る強化等についての指導、助言が上げられる

と考えます。ご指摘のとおり、指導主事の職

務の中でも学習指導に関する専門職としての

指導、助言は極めて重要な職務であると位置

づけております。 

 23年度を振り返っていかがかとご質問をい

ただきましたが、子供たちの学びを支えるた

め、学校、家庭、地域が一体となって取り組

む必要性をますます感じております。地域社

会の連帯意識の再生と地域の教育力の向上、

教育の原点である家庭の教育力の向上、そし

て教師自身が豊かな見識と幅広い視野を養

い、児童・生徒に対する愛情と責任を持ち、

心の通い合う指導に努めること、このことが

子供たちが夢や志を抱き、自立して社会の中

で豊かな人生を送るための生きる力を養って

いくことにつながっていくものと考えており

ます。 

 教育委員会としましては、指導主事の配置

の実現に向け努力するとともに、引き続き指

導主事の配置にかかわりなく複雑化、多様化

した学校現場の抱える課題への支援に努めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 教育長のほうから、近隣を

見ても当町だけ置いていないということをお

っしゃいました。そういう発言をそちらから

いただいたわけですが、それがなければ近隣

とを比べてどうかと聞いたかもしれないとこ

ろなんですが、本町だけ置いておりません。

来年に向けて、査定で削られる削られないは

別問題もあるわけですが、来年に向けて予算

に教育部局として上げるおつもりはおありで

すか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 先ほどの答弁のとお

り要望として上げていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 教育部局としては上げると

いう今お答えでありましたが、町長部局にお
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かれましても、ぜひともこれを検討していた

だきたいと私は思うところでありますが、今

できるできないはお答え無理かもしれません

が、検討していただけるかどうかだけについ

て町長部局、答弁いただけたらありがたいん

ですが、いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 指導主事は長年の懸

案事項という形でいろいろと議員さんにもご

心配いただいております。 

 やはり財政全般をにらんでのバランスを考

えて私どもとしては判断していかなければな

らないと思いますので、教育委員会部局が予

算要望ということ、予算を上げるというよう

な教育長おっしゃいましたけど、査定の段階

で十分吟味はさせていただきますが、それで

どうするということはここで申し上げるもの

ではないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 そういうお答えでございま

すけれども、近隣他市町では置いております

のでご検討をいただきたい。 

 また、新町長は、学力をつけるということ

も言われておりますので、この際積極的に進

めていただきたいということを申し上げて、

これだけで終わりにさせていただきます。 

 終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で服部千秋議員の

総括質疑が終わりました。 

 これで総括質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会議は議事の都合により、これで延

会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決

定しました。 

 次の本会議は９月５日午前10時から再開い

たします。 

 なお、９月５日の本会議は改めて開催通知

はいたしませんので、ご了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

 お疲れさんでした。 

（延会 午前11時27分） 

 

 


